
本
人
ハ

只
経
験
ノ

為
メ

雇
ワ
レ

其
雇
期
限
ヲ

定
メ
ザ
レ

ハ

何
時
ニ

テ
モ

解
雇
タ

ル

ベ

シ
但
解
雇
ノ

節
別
段
金
円
等
ヲ

給
セ

ザ
ル

ベ

シ

第
七
条

本
人
ノ

給
料
ハ

職
務
ヲ

執
ル

間
一

ケ
月
銀
貨
四
拾
円
ニ

シ

テ
明
治
十
五
年
三
月

二

十
二

日
ヨ

リ
始
ム

ベ

シ

万
一

死
ス

ル

ト
キ
ハ

本
人
ノ

給
料
ハ

其
日
ヨ

リ
相
渡

サ
ズ

疾
病
ヲ

得
ハ

初
メ
ノ

三
十
日
間
ハ

其
給
料
ヲ

受
ケ
該
日
数
ノ

後
ハ

再
ヒ

職

務
ニ

復
ス

ル

迄
給
与
セ

ザ
ル

可
シ

第
八
条

毎
年
庇
服
ハ

二

組
ヲ

給
与
ス

但
上
衣
一

ツ

股
引
一

足
靴
一

足
帽
子
一

個
ナ
リ
且
一

年
一

度
雨
衣
一

枚
ヲ

給

ス

ベ

シ第
九
条

本
人
ハ

横
浜
界
町
警
察
署
内
外
国
人
巡
査
ヘ

備
ヘ

タ
ル

室
内
ニ

住
居
ス

ベ

シ

該

室
内
ニ

ハ

一

ノ

瓦
斯
燈
ヲ

給
ス

ベ

シ

第
十
条

此
書
面
ニ

神
奈
川
県
ヨ

リ
給
与
ス

ト
明
記
セ

ザ
ル

物
品
ハ

何
品
タ

リ

ト
モ

右

「
ト
ー
マ

ス

・

ゼ

ー
ム

ス

」
自
弁
タ
ル

ベ

シ

第
十
一

条

本
人
巡
査
隊
ヲ

退
キ
或
ハ

解
雇
ノ

ト
キ
ハ

奉
職
中
給
セ

シ

衣
服
ハ

期
限
ノ

長
短

ニ

ヨ

リ
神
奈
川
県
ニ

テ
定
ム

ル

金
高
ヲ

相
納
ム

ベ

シ

第
十
二

条

職
務
規
則
ヲ

違
背
シ

或
ハ

怠
惰
過
失
ア
ル

ト
キ
ハ

其
軽
重
ニ

応
ジ

テ
給
料
ヲ

速

三
ケ
月
以
内
三
分
一

減
少
シ

或
ハ

其
職
務
ヲ

速
ニ

免
ス

ベ

シ

凡
ソ

右
等
ノ

事
ア
ル

ト
キ
ハ

警
部
長
其
事
実
ヲ

糺
問
シ

県
令
ノ

裁
可
ヲ

経
テ
給

料
減
少
ノ

高
或
ハ

免
職
ヲ

決
定
ス

ベ

シ

横
浜
ニ

於
テ

千
八
百
八
十
二

年
三
月
二

十
二

日〔S
g
d

〕 T
om

as Jam
es

（
欄
外
注
記
）　〔
英
文
ヲ

以
テ
本
書
ト
ス

〕
明
治
十
六
年
一

月
一

日
ヨ

リ
給
料
銀

貨
四
十
五
円
ニ

増
額
ス

〔
臨
時
傭
ノ

分
〕

定
約
書

明
治
十
六
年
二

月
十
五
日
〔
西
暦
一

千
八
百
八
十
三
年
二

月
十
五
日

〕
一

方
ニ

於
テ
ハ

日
本
政
府
ノ

代
理
タ
ル

神
奈
川
県
令
沖
守
固
〔
此
後
ハ

単
ニ

前
記
ノ

県

令
ト
指
称
ス

〕
ト
他
ノ
一

方
ニ

於
テ
ハ

当
時
東
京
府
下
ニ

住
ス

ル

英
国
陸
軍
工

兵
中
佐
「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ノ

間
ニ

定
約
ヲ

取
結
左
ノ

条
々

ヲ

互

ニ

固
守
ス

ベ

キ
コ

ト
ヲ

約
ス

即
チ
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第
一

条

前
記
ノ

県
令
ハ

是
ニ

依
テ
明
治
十
六
年
二

月
十
五
日
〔
西
暦
一

千
八
百
八
十
三

年
二

月
十
五
日

〕
ヨ

リ
始
メ
三
ケ
月
ノ

期
限
中
前
記
ノ
「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ヲ

雇
入
ル

コ

ト
ヲ

約
シ

又
前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」

ハ

該
期
限
中
横
浜
港
ノ

為
メ
ニ

開
設
ス

ル

水
道
ノ

築
造
法
ニ

係
ハ

リ
已
ニ

取
調

タ
ル

或
ハ

此
後
取
調
ル

所
ノ

方
法
書
仕
様
書
費
用
概
算
書
等
ニ

就
テ
之
ヲ

考
査

シ

而
シ

テ
報
告
ヲ

ナ
シ

該
工

事
ヲ

計
画
シ

及
ヒ

之
ヲ

実
施
ス

ル

コ

ト
ヲ

補
助
シ

并
ニ

顧
問
土
木
師
タ
ル

モ

ノ
ニ

テ
通
常
遂
行
ス

ル

如
キ
該
工

事
ニ

係
ル

其
他
ノ

職
務
ヲ

執
行
ス

ル

為
メ

神
奈
川
県
付
顧
問
土
木
師
ト
シ

テ
前
記
ノ

政
府
ヘ

奉
仕

ス

ル

コ

ト
ヲ

約
ス

第
二

条

前
記
ノ
「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ハ

此
定
約
ニ

依
リ
奉
仕
中
ハ

前
記
ノ

県
令
或
ハ

其
代
理
者
若
ク
ハ

時
々

前
記
ノ

県
令
ニ

テ
為
メ
ニ

指
名
セ

ル

他
ノ

官

吏
ノ

命
令
ヲ

遵
守
シ

其
職
務
ニ

従
事
ス

ヘ

シ
且
又
右
ノ

余
ニ

其
奉
仕
ス

ル

コ

ト

ノ

為
メ
ニ

適
当
ト
認
ム

ル

コ

ト
ア
ル

時
ハ

前
記
ノ

県
令
或
ハ

其
代
理
者
又
ハ

為

メ
ニ

指
名
セ

ラ
レ

シ

他
ノ

官
吏
ニ

向
ツ

テ
建
議
若
ク
ハ

忠
告
ヲ

為
ス

ベ

シ

第
三
条

前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ハ

此
定
約
ノ

期
限
中
ハ

独
リ
前
記
ノ

政
府
ニ

奉
仕
ス
ル

ヲ

以
テ
任
ト
シ

直
接
或
ハ

間
接
ノ

論
ナ
ク
渾
テ
商
業
或
ハ

職

業
ヲ

営
ミ

又
ハ

之
ニ

干
渉
セ

ザ
ル

ベ

シ

第
四
条

若
シ

前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ニ

テ
疾
病
ニ

罹
リ
或
ハ

不
慮
ノ

危
害
ニ

遭
遇
シ

而
シ

テ
神
奈
川
県
庁
医
官
ノ

見
込
ニ

於
テ
職
務
ニ

従
事
ス

ル

能

ハ

サ
ル

カ

若
ク
ハ

職
務
ニ

従
事
ス

ル

ヲ

得
ル

モ

其
執
行
上
大
ニ

差
支
ベ

ク
ト
認

ル

ト
キ
ハ

前
記
ノ

県
令
ハ

即
時
此
定
約
ヲ

廃
止
ス

ル

ノ

権
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

而
シ

テ
前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ハ

如
此
定
約
廃
止
ノ

時
日
迄

ノ

給
料
ノ

外
他
ニ

給
料
或
ハ

報
酬
等
一

切
要
ム

ル

ノ

権
ナ
キ
モ

ノ

ト
ス

第
五
条

前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ノ

給
料
ハ

一

ケ
月
ニ

付
日
本
通
用
銀

貨
六
百
五
拾
円
ト
シ

毎
月
々

末
之
ヲ

仕
払
フ

モ

ノ

ト
ス

而
シ

テ
前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ハ

前
記
ノ

給
料
ノ

中
ヲ

以
テ
其
旅
費
日
用
費
及
ヒ

渾

テ
其
他
ノ

費
用
ヲ

仕
払
フ

ヲ

約
諾
ス

ル

ニ

ヨ

リ
本
定
約
ノ

期
限
中
及
ヒ

之
ヲ

廃

止
ス

ル

後
タ
リ
ト
モ

前
記
給
料
ノ

外
俸
金
或
ハ

其
他
何
等
ノ

金
額
タ
リ
共
之
ヲ

要
求
ス

ル

ノ
権
ナ
キ
モ

ノ

ト
ス

第
六
条

若
シ

前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ニ

テ
職
務
ヲ

執
行
ス

ル

ニ

当
リ

怠
慢
ノ

所
行
或
ハ

不
行
跡
ア
ル

カ
又
ハ

本
定
約
書
面
ニ

記
載
ス

ル

処
ノ

条
款
ニ

違
背
シ

若
シ

ク
ハ

之
ヲ

執
行
ス

ル

コ

ト
ヲ

怠
ル

等
ノ

事
ア
ル

時
ハ

前
記
県
令
ハ
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即
時
此
定
約
ヲ

廃
止
シ

前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ヲ

解
雇
ス

ル

ノ
権
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

而
シ

テ
前
記
ノ

「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ハ

如
此
解
雇
ノ

時
日
迄
ニ

積
ル

処
ノ

給
料
ノ

外
ハ

何
等
ノ

給
料
若
ク
ハ

報
酬
タ
リ

ト
モ

之
ヲ

要
求
ス

ル

ノ

権
ナ

キ
モ

ノ

ト
ス

而
シ

テ
前
記
「
エ

ッ

チ
・

エ

ス

・

パ

ル

マ

ル

」
ハ

此
定
約
ハ

勿
論
其
他
何
等
ノ

約
款
ニ

係
リ
前
記
ノ

政
府
ニ

対
シ

要

求
等
一

切
為
サ
ヾ

ル

ベ

シ

右
証
明
ノ
為
双
方
〓
ニ

其
名
ヲ

記
シ

其
印
ヲ

捺
ス

神
奈
川
県
令
　
沖

守
固
印

英
国
陸
軍
工

兵
中
佐

〔S
g
d

〕 H
. 

S
. P

alm
er 

L
ieu

t. col. R
. E

.

（二）

第
八
号

神
奈
川
県
特
別
書
類

平
宰
相
成
輔
卿
之
墳
趾
五
輪
ノ

塔
之
訳
上
申

右
当
郡
十
字
四
丁
目
百
二

十
九
番
地
所
浄
土
宗
潮
音
寺
境
内
ニ

前
書
ノ

塔
存
在

セ

ル

ヤ

否
ヤ

ノ
議
御
尋
問
ニ

付
左
ニ

当
町
浄
土
宗
報
身
寺
住
僧
潮
音
寺
兼
務
ニ

付
前
条
件
及
尋
問
候
処
本
年
住
職

換
且
書
類
オ
モ

無
之
更
ニ

不
相
分
依
テ
同
町
平
民
湯
山
半
兵
衛
本
月
八
十
二

年
八
月
ナ
ル

モ

ノ

高
年
ニ

付
僧
ト
共
ニ

該
宅
ニ

就
キ
尋
問
候
所
同
人
申
聞
候

者
五
輪
之
塔
ハ

無
之
外
ニ

石
ノ

祠
有
之
烏
丸
様
ト
云
伝
ヘ

右
ノ

場
所
ニ

踏
込

ム

時
ハ

必
瘧
ヲ

煩
ヒ

候
迚
立
寄
ル

者
無
之
其
余
ノ

儀
ハ

居
宅
ヨ

リ
少
々

引
離

居
候
ニ

付
不
相
分
旨
申
立
亦
同
所
平
民
斎
藤
伊
助
七
十
九
年
八
月
ナ
ル

者
該

寺
隣
傍
ニ

付
取
糺
候
所
半
兵
衛
前
同
様
之
申
口
ニ

シ

テ
已
ニ

京
都
ヨ

リ
公
家

衆
御
参
拝
有
之
候
事
ヲ

相
覚
ヘ

居
リ
亦
二

十
年
程
以
前
其
当
住
朱
書
之
場
所

ヨ

リ
墨
書
ノ

場
所
ヘ

引
付
ケ
其
他
ノ

墓
所
ヲ
モ

不
残
取
片
付
余
ハ

不
残
開
拓

セ

シ

由
其
切
不
日
住
僧
狂
乱
之
躰
ニ

テ
何
国
ヘ

カ
逃
走
居
所
不
分
明
相
成
リ

タ
ル

由
其
節
ヨ

リ
追
々

衰
頽
後
住
無
之
現
今
無
住
引
続
居
候
旨
申
聞
候
ニ

付

依
テ
実
地
立
合
取
調
候
所
別
紙
絵
図
面
ノ

通
朱
書
ノ

場
所
ヨ

リ
墨
書
ノ
場
所

ヘ

引
付
有
之
紋
所
或
ハ

姓
名
ト
彫
刻
ノ

有
無
詳
細
取
調
候
所
不
相
見
数
年
間

経
歴
セ

シ

故
ト
相
見
祠
胴
石
髐
然
尤
笠
石
ハ

苔
茂
セ

ル

ノ
ミ

右
御
尋
ニ

付
申

上
候
該
祠
判
然
セ

ル

上
ハ

旧
位
地
ヘ

御
移
祭
相
成
候
様
仕
度
候
尤
一

応
御
検
査

奉
願
度
候
也

明
治
十
六
年
六
月

　
右
町
戸
町吉

田

元

延

足
柄
下
郡
長
　
関

重
麿
殿

（
注
）
別
図
省
略
。
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永
島
段
右
衛
門
履
歴
之
概
略

中

山

信

明

武
州
久
良
岐
郡

泥
亀
新
田
十
一

世

永
島
亀
代
司
祖
父

永
島
　
段
右
衛
門

明
治
十
六
年
六
月
七
十
四

年
九
ケ
月

翁
俳
諧
ヲ

好
ミ

亀
巣
ト
号
ス

文
化
五
辰
年
十
月
十
五
日
之
暁
天
ニ

生
ル

維
時
祖

先
泥
亀
以
来
世
々

丹
精
ヲ

重
ネ
泥
亀
新
田
〔
祖
先
泥
亀
ハ

徳
川
幕
府
ノ

侍
医
典

薬
頭
法
眼
道
仙
之
長
子
名
福
字
祐
伯
号
泥
亀
江
都
神
田
ニ

聖
堂
ヲ

創
設
ノ

際
徴

サ
レ

テ
儒
官
ト
ナ
リ
藤
堂
酒
井
之
数
諸
侯
ニ

師
タ
リ
寛
文
年
間
隠
居
シ

テ
家
ヲ

弟
道
仙
ニ

譲
リ
武
州
金
沢
ノ

地
ニ

移
リ
地
ヲ

撰
ヒ

字
平
潟
ニ

居
ヲ

占
ム

此
ニ

於

テ
老
後
何
ノ

功
ナ
キ
ヲ

以
テ
聊
カ
公
私
ノ

益
ヲ

謀
リ
新
田
開
発
ノ

事
業
ヲ

起
シ

字
平
潟
走
川
之
二

ケ
所
ヲ

開
キ
塩
浜
壱
ケ
歩
余
田
圃
高
十
五
石
余
且
三
浦
郡
ニ

於
テ
船
越
新
田
高
三
十
石
余
ヲ

得
后
六
代
段
右
衛
門
ノ

世
ニ

至
リ
金
沢
入
江
ノ

地
ヲ

開
墾
シ

入
江
新
田
高
弐
百
四
石
余
ヲ

得
維
新
后
併
テ
泥
亀
新
田
ト

合
称

ス

〕
元
禄
十
六
年
之
地
震
ニ

堤
破
壊
潮
押
入
荒
蕪
ノ

地
ト
ナ
ル

爰
ニ

於
テ
一

村

相
続
始
テ
困
難
ヲ

兆
ス

爾
来
世
々

祖
先
ノ
遺
志
ヲ

継
キ
第
六
世
段
右
衛
門
ノ

代
ニ

至
リ
奮
然
力
ヲ

開
墾

ニ

尽
シ

数
年
空
シ

ク
亡
所
タ
リ
シ

字
平
潟
走
川
ノ
二

ケ
所
〔
コ

レ

ヲ

古
新
田
ト

称
ス

〕
ヲ

起
返
シ

併
テ
金
沢
入
江
新
田
弐
百
余
石
ヲ

開
発
ス

于
時
天
明
六
年
ナ

リ
斯
ク
成
功
ス

ル

ヤ

否
同
年
七
月
関
東
大
洪
水
之
災
ヲ

被
リ
数
年
ノ

丹
精
一

朝

水
泡
ニ

帰
セ

リ
然
レ

共
段
右
衛
門
〔
六
世
ヲ

云
フ

〕
剛
毅
ニ

シ

テ
敢
テ
屈
セ

ス

尚
モ

資
財
ヲ

抛
テ
思
ヲ

凝
シ

再
ヒ

回
復
ヲ

謀
ル

モ

大
荒
ノ

后
事
容
易
ニ

ナ
ラ
ス

荏
苒
同
八
年
十
一

月
ニ

至
リ
官
其
功
ノ

成
ス

能
ハ

サ
ル

ヲ

視
此
地
ヲ

官
没
セ

ン

ト
ス

〓
ニ

於
テ
段
右
衛
門
必
至
困
難
久
保
田
佐
渡
守
役
場
ヘ

駈
ケ
込
哀
訴
僅
カ

ニ

維
持
ス

ル

ヲ

得
夫
ヨ

リ
一

層
財
産
ヲ

傾
ケ
他
借
ヲ

ナ
シ

開
墾
ノ

功
稍
成
ン

ト

シ

テ
再
ヒ

寛
政
三
亥
年
八
月
九
月
両
度
ノ

津
波
前
代
未
聞
ノ

高
波
押
入
リ
新
田

囲
潮
除
堤
等
悉
ク
流
失
田
圃
ハ

変
シ

テ
昔
時
ノ

海
ト
ナ
リ
今
ハ

如
何
ト
モ

再
挙

ノ

策
ナ
ク
七
世
段
右
衛
門
ヨ

リ
八
世
嘉
十
郎
〔
嘉
十
郎
ハ

亀
巣
ノ

父
ナ
リ

〕
ト

世
々

粉
骨
砕
身
新
田
再
興
ヲ

謀
ル

モ

資
力
尽
キ
加
之
新
田
皆
亡
所
ノ

為
メ

粒
米

ノ

得
ル

ナ
キ

幾
ト
四
十
余
年
段
右
衛
門
斯
ル

〔
亀
巣
ヲ

云
フ

〕
艱
難
ノ

中
ニ

成

長
年
甫
メ

テ
十
七
名
主
見
習
ト
ナ

リ
剛
毅
ノ

志
ヲ

起
シ

父
ヲ

補
ケ
新
田
開
墾
ノ

事
ニ

寝
食
ヲ

忘
レ

或
時
ハ

単
身
船
ヲ

操
リ
東
都
ニ

薪
ヲ

鬻
キ
鰯
ヲ

購
ヒ

油
ヲ

〆

又
ハ

家
敷
構
内
ノ

寸
地
モ

余
サ
ス

野
菜
ヲ

殖
ヘ

批
杷
ノ

類
ヲ

仕
立
之
レ

ヲ

近
隣

ニ

担
売
シ

僅
カ
ニ

一

家
ノ

飢
渇
ヲ

凌
キ
気
衰
ヘ

力
尽
キ
ン

ト
ス

ル

モ

ノ

数
回
ナ

ル

モ

毫
モ

不
幸
杯
ト

歎
声
ヲ

発
セ

シ

事
ナ
ク
艱
難
ニ

逼
ル

毎
ニ

却
テ
不
撓
ノ

精

神
ヲ

感
奮
シ

益
々

新
田
回
復
ノ

事
ニ

思
ヲ

焦
シ

自
ラ
土
ヲ

担
ヒ

堤
ヲ

築
キ
勤
苦

一

日
ノ

如
キ
モ

ノ
二

十
余
年
父
既
ニ

老
イ
家
計
益
々

困
難
ナ
ル

ニ

荒
所
起
返
セ
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ス

ン

ハ

官
没
セ

ン

ト
ノ

厳
命
数
度
数
代
ノ

労
苦
空
シ

ク
消
滅
ニ

帰
セ

ン

ト
ス

ル

事
数
回
其
時
ニ

讒
カ
ニ

猶
予
ヲ

請
ヒ

漸
ク
天
保
十
四
年
ニ

至
リ
金
子
少
々

才
覚

成
シ

ヲ

以
テ
翌
年
領
主
川
越
家
役
場
ニ

古
形
開
発
ヲ

出
願
セ

シ

処
豈
図
ン

四
隣

村
々

ヨ

リ
紅
葉
山
領
坂
本
村
ヲ

煽
動
〔
紅
葉
山
領
ハ

当
時
頗
ル

権
威
ヲ

奮
シ

ト

云
〕
故
障
ヲ

起
サ
シ

メ

開
墾
ニ

着
手
ス

ル

ヲ

得
サ
ル

ヲ

以
テ
止
ム

ヲ

得
ス

是
非

ヲ

江
都
之
役
所
ニ

訴
ヘ

争
論
幾
ト
二

ケ
年
空
シ

ク

旅
寓
ニ

開
墾
ノ

資
ヲ

費
シ

漸

ク

彼
レ

ノ

不
正
ヲ

破
リ
工

業
ニ

着
手
セ

ン

ト
セ

シ
ニ

再
ヒ

隣
村
三
分
村
瀬
戸
明

神
々

主
千
葉
某
ヨ

リ
字
姫
子
島
ト
称
ス

ル

新
田
咽
喉
ノ

地
ニ

係
リ
故
障
ヲ

起
サ

レ

最
早
資
力
乏
ク
且
時
機
ノ

失
フ

可
ラ
サ
ル

ニ

迫
リ
之
ト

是
非
ヲ

争
フ

ノ

遑
ナ

ク

憤
リ
ヲ

忍
ヒ

借
地
ノ

証
ヲ

与
ヘ

之
カ

故
障
ヲ

解
キ
愈
荒
地
起
返
ニ

着
手
爾
来

工

業
ニ

従
事
自
ラ
人
夫
ニ

先
チ
土
ヲ

担
イ
石
ヲ

運
ヒ

櫛
風
浴
雨
就
中
咽
喉
ノ

要

所
ヘ

門
樋
ヲ

築
造
ス

ル

時
ハ

三
伏
ノ

夏
日
炎
々

燬
ル

ヲ

如
ク
殆
ト
身
ヲ

容
ル

ル

ニ

処
ナ
キ
モ

厭
ハ

ス

破
堤
野
径
ヲ

奔
走
シ

進
潮
退
汐
ノ

間
ヲ

斗
リ
種
々

ニ

工

風

ヲ

凝
シ

石
柱
ヲ

建
ン

ト
ス

ル

モ

水
底
深
ク
シ

テ
泥
土
ノ

間
ニ

岩
石
凸
凹
ス

ル

ア

リ
建
ト
シ

テ
ハ

顚
倒
シ

土
俵
ヲ

以
テ
拒
ン

ト
ス

レ

ハ

潮
水
激
流
ノ

為
メ
ニ

押
流

サ
レ

如
斯
失
敗
ス

ル

事
幾
回
ナ
ル

ヲ

知
ラ
ス

近
隣
ノ

者
之
ヲ

望
見
皆
其
徒
労
ニ

属
ス

ル

ヲ

云
イ
嘲
リ
笑
然
レ

ト
モ

少
モ

屈
撓
セ

ス

毎
夜
眠
リ
ヲ

忘
レ

工

風
ヲ

凝

ラ
シ

遂
ニ

門
樋
ヲ

設
ケ
咽
喉
ノ

地
ヲ

修
シ

黽
勉
従
事
開
墾
ノ

功
ヲ

成
シ

続
テ
嘉

永
四
亥
年
ニ

至
リ
祖
先
ノ

遺
志
ニ

依
リ
字
平
潟
ノ

海
浜
ヲ

区
画
シ

新
塩
浜
ヲ

数

町
歩
開
キ

大
イ
ニ

製
塩
ニ

力
ヲ

尽
シ

本
年
此
地
ノ

製
塩
ヲ

水
産
博
覧
会
ニ

出
シ

左
ノ

賞
状
ヲ

得
タ
リ

品
位
佳
良
ニ

シ

テ
需
用
ニ

適
ス

加
之
常
ニ

力
ヲ

改
良
ニ

用
ヒ

価
ヲ

廉
ニ

セ

ン

事
ヲ

謀
ル

其
功
労
嘉
賞
ス

ヘ

シ

又
泥
亀
新
田
起
返
シ

功
成
ル

ノ

後
四
隣
村
々

ノ

潮
除
堤
又
ハ

荒
沼
等
自
然
ニ

良

田
ト

変
ス

ル

ニ

至
リ
且
新
田
塩
浜
等
漸
々

成
功
為
ニ

世
ニ

失
ヒ

シ

船
越
新
田
等

ノ

地
モ

追
々

購
ヒ

戻
シ

祖
先
ノ

業
ヲ

完
フ

ス

ル

ト
雖
モ

敢
テ
利
益
ヲ

私
ニ

セ

ス

良
ク
小
民
ヲ

憐
ミ

聊
カ
ノ

徳
米
ニ

テ
小
作
ニ

預
ケ
或
ハ

貧
民
ニ

米
金
ヲ

恵
与
シ

又
ハ

学
校
警
察
署
新
築
等
公
益
ノ

事
業
ニ

金
ヲ

出
ス

事
ヲ

惜
マ

ス

既
ニ

銀
盃
ヲ

賜
ル

両
度
ニ

及
ヘ

リ

又
父
ノ

志
ヲ

継
キ
前
陳
ノ

如
キ
艱
難
ノ

中
ニ

僅
カ
ノ

元
金
ヲ

以
テ
年
々

利
子
ヲ

積
ミ

洲
崎
村
龍
華
寺
ヲ

再
興
シ

本
堂
ヲ

建
テ
鐘
楼
堂
ヲ

築
キ
金
円
ヲ

寄
付
ス

如

斯
事
富
裕
ノ

人
ニ

於
テ
ハ

敢
テ
珍
シ

カ

ラ
ス

ト
ス

ル

モ

此
翁
ノ

来
歴
ヨ

リ
云
ハ

奇
特
ト
賞
ス

ヘ

キ
乎
且
此
翁
天
資
頴
敏
人
ヲ

使
用
ス

ル

ノ

能
ア
ル

ヲ

以
テ
新
田

起
返
成
功
ノ

頃
ヨ

リ
時
ノ

領
主
ニ

用
ヒ

ラ
レ

最
初
川
越
家
領
分
ノ

節
ハ

水
主
差

配
役
被
申
付
弐
人
扶
持
ヲ

給
与
セ

ラ
レ

其
後
小
役
人
ニ

登
リ
五
人
扶
持
ニ

加
増

シ

続
テ
久
良
岐
鎌
倉
三
浦
三
郡
ノ

内
五
十
ケ
村
ノ

大
取
締
ト
ナ
リ
大
役
人
ニ

昇

進
十
人
扶
持
ニ

加
増
后
百
石
ヲ

賜
フ

夫
ヨ

リ
細
川
家
ノ

預
リ
所
ト
ナ

リ
大
取
締

元
ノ

如
ク

改
メ

テ
五
人
扶
持
ヲ

給
与
セ

ラ
ル

其
後
堀
田
家
ノ

預
リ
ト
ナ
リ
格
式
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等
前
々

ノ

通
被
申
付
候
由
右
者
此
翁
ト
共
ニ

成
育
セ

シ

現
存
ノ

老
人
ヨ

リ
平
素

承
リ
候
事
ト
翁
カ

昔
話
ト
種
々

ノ

古
書
類
ニ

拠
リ
彼
是
参
考
取
調
候
処
概
略
ノ

履
歴
如
斯
ニ

御
座
候

且
此
翁
今
年
齢
七
十
有
五
ニ

シ

テ
矍
鑠
歩
行
ニ

杖
ヲ

用
ヒ

ス

常
ニ

暁
天
ニ

起
テ

鎮
守
ノ

廟
ヲ

拝
シ

祖
先
ニ

仕
エ

慇
懃
生
者
ニ

仕
フ

ル

カ
如
ク
又
常
ニ

幼
孫
ヲ

撫

育
シ

内
ハ

以
テ
家
事
ヲ

摂
シ

外
ハ

戸
長
ノ

事
務
ヲ

担
任
シ

テ
一

村
ノ

公
事
ヲ

理

ス

ル

事
斯
ル

重
齢
ニ

似
ス

百
折
不
撓
ノ

精
神
今
尚
少
シ
モ

衰
ヘ

サ
ル

ヲ

覚
ユ

迂
生
故
有
テ
此
翁
ト
交
ル

〓
ニ

年
ア
リ
子
孫
翁
ノ

為
又
子
々

孫
々

ノ

為
翁
カ

苦

辛
以
テ
聊
カ

国
家
ノ

公
益
ヲ

起
シ

自
家
ノ

幸
福
ヲ

招
キ
シ

事
業
ヲ

石
ニ

刻
シ

之

レ

ヲ

座
中
ニ

建
テ
子
々

孫
々

常
ニ

之
ヲ

見
テ
怠
惰
ノ

心
ヲ

戒
メ

勤
倹
公
義
以
テ

世
々

良
民
タ
ラ
ン

事
ヲ

希
望
仕
候
間
何
卒
拙
キ
書
取
リ
御
判
読
右
石
碑
ニ

刻
ス

ヘ

キ
御
撰
文
奉
願
上
候
頓
首
百
拝

明
治
十
六
年
六
月
十
二

日

中
山

信
明
　
再
拝

巌
谷

　
修
様

閣
下

御
参
考

居
屋
敷
庭
中
牡
丹
凡
弐
百
株
余
ア
リ
是
ハ

泥
亀
ノ

長
男
重
郎
左
衛
門
ナ
ル

者

酒
井
雅
楽
頭
領
主
ノ

頃
其
近
臣
ト
ナ

リ
シ

ヲ

以
侯
カ
三
浦
郡
上
知
ノ

際
平
素

愛
セ

ラ
レ

シ

処
ノ

牡
丹
ヲ

譲
ラ
レ

シ
モ

ノ

ト
云
今
尚
繁
殖
致
居
候

但
譲
請
后
年
暦
凡
二

百
余
年

同
松
樹
弐
尺
廻
リ
ヨ

リ
七
尺
廻
リ
ニ

至
ル

凡
百
本
余
祖
先
泥
亀
ノ

此
地
ニ

居

ヲ

占
シ

節
植
付
シ
モ

ノ

ト
云
フ

但
年
暦
凡
弐
百
三
十
年

（
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
）

（三）

庶
第
七
百
八
十
五
号

本
年
四
月
本
県
乙
第
七
十
五
号
ヲ

以
テ
元
老
院
議
官
関
口

隆
吉
地
方
巡
察
被
仰

付
候
旨
達
相
成
居
候
処
本
月
二

日
着
県
四
日
ヨ

リ
久
良
岐
郡
ヲ

始
メ

順
次
各
郡

巡
視
ノ

筈
ニ

付
諸
事
無
差
支
様
可
取
計
旨
達
有
之
不
日
本
郡
ヘ

到
着
相
成
沿
路

各
戸
長
役
場
小
学
校
ヘ

ハ

巡
視
相
成
候
趣
ニ

付
都
テ
不
都
合
無
之
様
可
被
致
為

念
此
段
通
牒
及
候
他

明
治
十
六
年
六
月
廿
八
日

　
西
多
摩
郡
役
所

戸
長
役
場
中

庶
第
千
〇
〇
四
号

関
口

元
老
院
議
官
地
方
巡
察
之
義
ニ

付
テ
ハ

本
年
本
県
乙
第
七
十
五
号
ヲ

以
テ

御
達
ノ

次
第
モ

有
之
去
六
月
二

日
着
県
四
日
ヨ

リ
久
良
岐
郡
ヲ

始
メ
ト
シ

巡
回
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ノ

旨
庶
第
七
百
八
十
五
号
ヲ

以
テ
通
牒
及
候
処
右
ハ

同
郡
ヨ

リ
海
岸
各
郡
巡
視

静
岡
県
ヘ

被
相
越
候
趣
ノ

処
尚
本
月
九
日
頃
足
柄
下
郡
箱
根
駅
ヘ

着
夫
ヨ

リ
山

手
寄
各
郡
巡
視
ス

ヘ

キ
旨
通
報
有
之
趣
庶
務
課
長
ヨ

リ
通
知
有
之
就
テ
ハ

不
日

本
郡
ヘ

巡
回
可
相
成
候
条
都
テ
不
都
合
無
之
様
可
被
致
此
段
通
示
及
候
也

明
治
十
六
年
八
月
十
一

日

　
西
多
摩
郡
役
所

戸
長
役
場
中

（「
西
多
摩

郡
役
所

御
達
綴
」（
明
治
一

六
―
一

七
年
）
神
奈
川
県
立
図
書
館
蔵
）

一

〇
四

　
騒
擾
事
件
と
行
政
取
締
報
告
書
（
一

－
八

）

（一）

○
同
年
九
月
二

日
午
後
第
弐
時
武
蔵
国
橘
樹
郡
末
長
村
人
民
三
拾
余
名
処
々

ニ

集
合
シ

頗
ル

不
穏
ノ

色
ア
リ
因
テ
同
郡
溝
口

警
察
分
署
ヨ

リ
巡
査
数
名
該
処

ニ

出
張
シ

懇
々

説
諭
シ

漸
ク
鎮
静
シ

帰
ス

其
原
由
ハ

隣
村
久
本
村
ニ

於
テ
虎

列
刺
病
死
人
ヲ

火
葬
セ

ン

ト
ス

ル

ヲ

厭
忌
セ

シ
ニ

依
ル

ト
云
フ

（
注
）
明
治
十
五
年
。

（二）

○
同
月
廿
九
日
同
国
大
住
郡
堀
山
下
村
人
民
数
名
将
ニ

暴
挙
ニ

及
ハ

ン

ト
ス

因

テ
同
処
警
察
署
〔
詰
〕
岡
田
警
部
補
該
処
ニ

出
張
シ

之
ニ

説
諭
ス

其
顚
末
ハ

左
ノ

同
官
ノ

上
申
書
ノ

如
シ

明
治
十
六
年
四
月
廿
九
日
相
模
国
大
住
郡
堀
山
下
村
人
民
六
拾
壱
名
ノ

総
代

ト
シ

テ
同
村
平
民
南
条
繁
次
郎
外
五
名
ノ
モ

ノ

同
志
者
数
名
ヲ

随
ヒ

同
村
豪

農
山
口

太
平
ノ

家
宅
ヘ

襲
来
シ

山
林
反
別
八
反
余
ノ
立
木
ヲ

受
取
ラ
ン

ト
強

迫
ニ

及
ヒ

而
シ

テ
南
条
ハ

自
身
ノ

膝
ヲ

斫
リ
又
同
行
者
ハ

山
口

ノ

為
メ
負
傷

セ

シ

様
無
根
ノ

難
事
ヲ

申
掛
ケ
既
ニ

暴
挙
ニ

及
ハ

ン

ト
ス

ル

ノ

勢
ア
リ
依
テ

即
時
同
処
ニ

出
張
シ

種
々

懇
諭
ヲ

加
ヘ

漸
ク
一

時
ハ

鎮
定
ニ

帰
ス

ル

モ

尚
処

々

ニ

集
合
シ

再
挙
ノ

色
ア
ル

ヲ

以
テ
先
ツ

同
村
戸
長
并
議
員
等
ヲ

召
喚
シ

其

原
因
ヲ

取
糾
ス

ニ

先
年
山
口

太
平
ノ

買
請
タ
ル

官
林
反
別
十
六
町
三
反
余
ハ

固
ト
同
村
人
民
六
拾
壱
名
ノ

買
請
ヘ

キ
筈
〔
然
ル

〕
ニ

之
ヲ

山
口

壱
人
ニ

テ

買
請
タ
ル

ハ

甚
タ
不
当
ノ
処
為
ナ
リ
ト

終
ニ

該
人
民
等
相
謀
リ
山
口

ヲ

被
告

ト
シ

之
ヲ

法
廷
ニ

告
訴
シ

又
続
テ
県
庁
ニ

請
願
シ

タ
ル

ニ

孰
レ

モ

採
用
セ

ラ

レ

ズ

因
テ
客
年
一

月
中
彼
ノ

六
拾
壱
名
ノ
モ

ノ

竹
槍
等
ノ

用
意
ヲ

ナ
シ

最
早

大
事
ニ

至
ラ
ン

ト
ス

ル

ノ

模
様
ニ

付
其
節
警
吏
出
張
説
諭
之
上
山
口

太
平
ノ

買
請
タ
ル

山
林
反
別
拾
六
丁
三
反
余
ノ

内
五
丁
五
反
ヲ

該
人
民
等
ノ

共
有
物

ト
ナ
シ

無
代
価
ニ

テ
譲
リ
渡
ス

コ

ト
ニ

決
シ

其
后
チ
又
同
村
会
ニ

於
テ
右
共

有
物
五
丁
五
反
ノ

立
木
ヲ

同
人
民
ヘ

金
四
百
余
円
ニ

売
渡
ス

コ

ト
ニ

是
又
決

定
シ

而
シ

テ
人
民
等
ハ

之
ヲ

配
分
シ

テ
各
伐
木
地
面
ヲ

測
量
シ

タ
ル

ニ

豈
計

右
五
丁
五
反
ノ

内
殆
ン

ト
八
反
有
余
ノ

不
足
ア
ル

ヲ

発
見
セ

シ
ヨ

リ
右
ノ

代
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価
ヲ

請
求
セ

ン

ト

終
ニ

今
回
六
拾
壱
名
ノ
モ

ノ

山
口

太
平
ニ

強
迫
シ

タ
ル

モ

ノ

ナ
リ
ト
云
フ

因
テ
暴
徒
并
関
係
人
等
ヲ

召
集
シ

懇
切
説
諭
ヲ

加
ヘ

漸
ク
六

拾
壱
名
ニ

対
シ

山
口

太
平
ヨ

リ
金
六
拾
壱
円
ノ

償
金
ヲ

出
ス

ヘ

キ
ニ

決
シ

事

始
メ
テ
平
和
ニ

帰
ス

ル

ニ

至
リ
タ
リ

（
注
）
明
治
十
六
年
四
月
。

本
文
中
〔
　
〕
内
は
『
神
奈
川
県
史
料
』
第
五
巻
の

校
訂
を
そ
の

ま
ま
採
用
し
た
。

（三）

○
同
月
廿
六
日
同
国
南
多
摩
郡
木
曽
根
岸
両
村
人
民
又
将
ニ

暴
動
ニ

及
ハ

ン

ト

ス

因
テ
同
処
警
察
署
長
原
田
警
部
該
処
ニ

出
張
シ

懇
篤
説
諭
ヲ

加
ヘ

事
漸
ク

平
穏
ニ

帰
ス

其
顚
末
ハ

則
チ
左
ノ

如
シ

抑
該
原
因
ハ

武
蔵
国
南
多
摩
郡
木
曽
根
岸
淵
ノ

辺
三
ケ
村
ノ

共
有
地
ナ
ル

秣

場
七
拾
六
町
九
反
ノ

内
木
曽
根
岸
両
村
ニ

跨
ル

四
拾
町
歩
ノ

地
ヲ

去
ル

明
治

十
二

年
地
租
改
正
ノ

ト
キ
木
曽
村
ノ

豪
農
三
沢
忠
兵
衛
ナ
ル

モ

ノ
ヽ

之
ヲ

買

取
リ
テ
其
内
拾
町
歩
ヲ

淵
ノ

辺
村
ヘ

売
却
シ

残
ル

三
拾
町
歩
ヲ

自
分
開
墾
セ

シ
ヨ

リ
起
リ
シ
コ

ト
ニ

テ
最
初
村
民
等
ハ

此
地
処
ハ

何
人
〔
ノ

〕
処
有
ナ
ル

モ

永
代
小
作
地
ト
ナ
ル

可
シ

ト
思
ヒ

シ
ニ

豈
計
忠
兵
衛
ハ

此
地
ヲ

買
入
ル

ヽ

ヤ

否
ヤ

大
勢
ノ

人
夫
ヲ

傭
入
レ

開
墾
ヲ

初
メ
シ

ヨ

リ
村
民
等
ハ

大
ニ

驚
キ
忠

兵
衛
ノ
家
ニ

詰
掛
ケ
兎
ニ

角
此
地
処
ヲ

小
作
地
ト
セ

ン

コ

ト
ヲ

請
求
シ

タ
レ

ト
モ

忠
兵
衛
ハ

一

向
聞
入
レ

ス

我
地
処
ヲ

我
開
ク
ニ

手
作
ト
セ

ン

モ

又
小
作

ト
セ

ン

モ

勝
手
ナ
リ
兄
等
カ

彼
レ

此
レ

云
フ

可
キ
事
ニ

非
ス

ト
云
フ

理
ノ

当

然
ニ

村
民
モ

詮
方
ナ
ク
一

時
ハ

引
取
リ
シ

カ

其
ヨ

リ
木
曽
根
岸
両
村
ノ

者
共

ハ

事
ニ

托
シ

テ
ハ

処
々

ニ

集
会
ヲ

ナ
シ

何
ト
ナ
ク
村
内
穏
カ
ナ
ラ
ス

因
テ
警

吏
ノ

説
諭
モ

度
々

ニ

及
ヒ

タ
ル

ト
モ

遂
ニ

事
ノ

纒
マ

ラ
ス

シ

テ
昨
十
五
年
十

一

月
中
該
両
村
人
民
ヨ

リ
地
主
忠
兵
衛
ヲ

被
告
ト
シ

横
浜
裁
判
所
ヘ

告
訴
セ

シ
ニ

何
分
忠
兵
衛
ハ

当
然
ノ

手
続
キ
ヲ

経
テ

買
請
〔
タ

〕
ル

地
処
ヲ

自
分
ノ

力
ニ

テ
開
墾
セ

シ
コ

ト
ナ
レ

ハ

同
衙
ニ

於
テ
モ

不
当
ト
認
ム
ヘ

キ
所
ナ
シ

ト

テ
遂
ニ

本
年
五

月
三
日
訴
状
ハ

却
下
セ

ラ
レ

タ
リ
於
是
該
両
村
人
民
ハ

今
ハ

詮
方
ニ

尽
果
タ
リ
去
迚
此
儘
止
ム

ヘ

キ
ニ

非
ス

ト
テ
其
夜
ヨ

リ
昼
夜
ノ

別
ナ

ク
処
々

ニ

集
会
〔
シ

〕
遂
ニ

同
月
七
日
ノ

集
会
ニ

テ
該
両
村
ノ

人
民
共
一

致

ナ

〔
シ

〕
弐
百
余
名
ノ
モ

ノ

県
庁
并
裁
判
処
等
ヘ

歎
願
セ

ン

ト
同
国
橘
樹
郡

芝
生
村
ニ

押
出
セ

リ
然
レ

ト
モ

八
王
子
警
察
署
長
原
田
警
部
ノ

説
諭
ニ

ヨ

リ

幸
ニ

事
ナ
ク
神
奈
川
駅
ヨ

リ
引
返
シ

而
シ

テ
該
両
村
ヨ

リ
総
代
ヲ

撰
ヒ

地
処

取
戻
ノ

詞
訟
ヲ

起
シ

タ
リ
然
ル

ニ

彼
ノ

忠
兵
衛
ハ

此
裁
判
ノ

起
リ
シ
ニ

モ

関

セ

ス

東
京
ヨ

リ
開
墾
器
械
ヲ

取
寄
セ

益
々

盛
大
ニ

論
地
ヲ

拓
キ
又
追
々

該
地

ヘ

人
家
ヲ

建
築
シ

今
ハ

殆
ト
一

新
田
ノ

状
ヲ

ナ
シ

タ
レ

ハ

村
民
等
ハ

見
ル

ニ

堪
ヘ

ス

愈
々

処
々

ニ

集
会
シ

此
上
ハ

総
代
ヲ

モ

打
棄
テ
裁
判
ノ

落
着
ヲ
モ

恃

ト
セ

ス

腕
力
ニ

テ
其
鬱
憤
ヲ

晴
サ
ン

ト
無
法
ニ

モ

決
心
シ

テ
遂
ニ

本
月
廿
六
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日
ノ

未
明
木
曽
村
ノ
人
民
等
忠
兵
衛
カ
開
墾
地
ニ

押
寄
セ

新
築
ノ

家
屋
ヲ

打

毀
チ
思
フ

儘
ニ

振
舞
テ
退
去
シ

タ
リ
ト
此
事
忠
兵
衛
カ
訴
ニ

依
リ
テ
八
王
子

警
察
署
ヨ

リ
警
吏
数
名
直
ニ

該
処
ニ

出
張
シ

テ
乱
暴
ノ

証
跡
ア
ル

村
民
等
ヲ

取
押
ヘ

又
其
後
チ
連
累
ノ

自
首
ス

ル

者
等
ア
リ
テ
一

時
ハ

署
中
ヘ

留
置
セ

シ

者
六
拾
名
ノ

多
キ
ニ

及
ヒ

シ

カ

追
々

取
糾
ノ

末
右
ノ

内
拾
四
名
ヲ

検
事
局
ヘ

廻
シ

余
ハ

皆
ナ

居
村
ヘ

差
返
シ

タ
リ
然
レ

ト
モ

騒
動
ハ

益
々

甚
シ

ク
事
変
ノ

ア
ラ
ン

モ

測
リ
難
キ
体
ナ
レ

ハ

警
吏
ニ

於
テ
モ

猶
百
方
説
諭
ニ

尽
力
ス

ト
雖

ト
モ

中
々

鎮
静
ノ

模
様
ナ
ク

因
テ
到
底
此
ノ

騒
動
ノ

原
因
タ
ル

秣
場
ヨ

リ
処

分
ス

ル

ニ

非
サ
レ

ハ

良
好
ノ

結
果
ヲ

得
ヘ

カ

ラ
ス

ト
テ
原
田
警
部
自
カ
ラ
同

村
ニ

出
張
シ

該
両
村
ノ

人
民
一

同
ト
彼
ノ

三
沢
忠
兵
衛
ト
ヲ
一

場
ニ

招
キ
懇

篤
説
諭
大
ニ

尽
力
セ

シ
ニ

ヨ

リ
漸
ク
互
ニ

和
〔
睦
〕
ヲ

承
服
ス

ル

ノ

色
ヲ

表

シ

タ
リ
又
此
件
ニ

付
仲
裁
ニ

尽
力
セ

シ

同
郡
長
原
豊
穣
并
同
郡
鶴
間
村
戸
長

細
野
正
重
同
山
崎
村
戸
長
高
梨
才
助
等
ノ

諸
氏
モ

猶
双
方
ニ

奔
走
周
旋
シ

平

和
ノ

事
ヲ

取
扱
シ
ニ

ヨ

リ
遂
ニ

双
方
悔
悟
ノ

念
ヲ

生
シ

全
ク
心
解
ケ
三
沢
忠

兵
衛
ノ

開
墾
地
三
拾
町
〔
余
〕
ヲ

目
今
ノ

価
格
ニ

テ
木
曽
根
岸
両
村
ノ

人
民

ヘ

売
却
ス

ル

事
ニ

決
シ

同
月
十
五
日
其
取
引
モ

済
テ
数
年
来
ノ

葛
藤
爰
ニ

始

メ
テ
氷
解
セ

リ
ト
云
フ

（
注
）
明
治
十
六
年
十
一

月
。

（四）

○
五
月
中
愛
甲
郡
下
伊
知
村
岩
崎
久
右
衛
門
中
依
知
村
佐
藤
市
兵
衛
外
三
四
名

ハ

巨
魁
ト
ナ

リ
負
債
者
ヲ

煽
動
シ

債
主
ヘ

強
迫
ス

ル

ノ

聞
ヘ

ア
リ
厚
木
警
察

分
署
ニ

於
テ
巨
魁
者
ヲ

召
喚
シ

説
諭
ノ

上
連
判
状
其
他
ノ

書
類
ヲ

取
リ
上
ケ

タ
リ
大
住
郡
笠
久
保
村
添
田
団
右
衛
門
外
九
名
同
ク

負
債
一

件
ニ

テ
負
債
者

百
余
名
ヲ

同
郡
善
波
峠
又
ハ

弘
法
山
ニ

聚
集
シ

頗
ル

穏
カ
ナ
ラ
ス

直
ニ

巡
査

ヲ

出
張
セ

シ

メ

鎮
撫
解
散
セ

シ

メ

且
巨
魁
等
ヲ

曽
屋
分
署
ニ

召
集
審
案
ノ

上

小
田
原
警
察
署
ニ

送
致
セ

リ
此
際
大
住
郡
愛
甲
郡
各
村
負
債
者
沈
静
ナ
ラ
ス

処
々

ニ

集
会
ス

ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ス

大
住
郡
尾
尻
村
共
伸
社
々

長
梅
原
修
平
居
宅

ヘ

左
ノ

張
紙
ヲ

ナ
シ

タ
ル

モ

ノ

ア
リ

願
ノ

筋
聞
届
呉
レ

候
ハ

ス

バ

何
程
堅
固
防
禦
ヲ

ナ
ス

ト
雖
ト
モ

屹
度
焼
討

候
間
其
段
承
諾
セ

ヨ

津
ヽ

か
な
起
命
ハ

き
の

ふ
共
伸
社
あ
す
ハ

露
木
の

友
と
な
る
身
ぞ

此
張
紙
ア
ル

ヤ

梅
原
修
平
ハ

勿
論
家
族
雇
人
ニ

至
ル

マ

テ
狼
狽
一

方
ナ
ラ
ス

加
之
近
隣
ニ

於
テ
ハ

専
ラ
彼
ノ

露
木
ノ

評
ヲ

ナ
シ

且
ツ

放
火
等
ノ

恐
レ

ア
ル

ヲ

以
テ
人
心
恟
々

タ
リ
巡
査
ヲ

処
々

ニ

派
出
シ

説
諭
ヲ

ナ
ス

ト
雖
ト
モ

恐
怖

甚
シ

キ
ヲ

以
テ
容
易
ニ

安
心
セ

ス

故
ニ

巡
査
ヲ
シ

テ
毎
戸
説
諭
ヲ

加
ヘ

シ

メ

漸
ク

保
護
ノ

篤
キ
ヲ

感
シ

安
堵
ヲ

覚
ヘ

タ
リ
其
他
近
村
中
密
ニ

暴
行
ヲ

企
ル

モ

ノ

ア
ル

ノ

風
評
甚
シ

キ
ヲ

以
テ
厳
重
探
知
巨
魁
者
岩
崎
久
右
衛
門
佐
藤
市
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兵
衛
外
四
名
ヲ

捕
獲
シ

小
田
原
警
察
署
ニ

送
致
セ

リ
爾
後
共
伸
社
其
他
ニ

於

テ
ハ

利
子
ヲ

引
下
ケ
或
ハ

年
賦
ヲ

承
諾
改
約
ヲ

ナ
シ

タ
ル

ヲ

以
テ
先
ツ

沈
静

ニ

帰
シ

タ
リ

（
注
一

）
明
治
十
七
年
。

（
注
二

）
下
依
知
村
。

（五）

○
六
月
十
一

日
大
住
郡
馬
入
村
戸
長
ニ

宛
テ
彼
ノ
江
陽
銀
行
社
長
杉
山
某
ノ

宅

ニ

放
火
ス

ヘ

シ

ト
ノ

投
書
ア
リ
為
メ
ニ

同
家
ハ

勿
論
近
隣
ノ

村
民
恐
怖
一

方

ナ
ラ
ス

平
塚
警
察
分
署
長
巡
査
毛
利
七
郎
并
同
村
戸
長
等
出
張
夫
々

沈
静
方

取
計
ヒ

且
負
債
一

件
双
方
示
談
方
ヲ

示
シ

タ
リ
然
ル

ニ

爾
後
尚
又
負
債
一

件

ニ

テ
人
民
処
々

ニ

集
合
不
穏
ノ

景
況
ア
ル

ヲ

以
テ
藤
沢
警
察
署
ヨ

リ
警
部
補

伏
屋
為
徳
出
張
荻
岡
村
戸
長
等
ト
共
ニ

同
所
戸
長
役
場
ニ

於
テ
債
主
負
債
主

及
ヒ

仲
裁
人
ヲ

呼
出
シ

篤
ク

説
諭
ス

ル

モ

容
易
ニ

決
セ

ス

数
時
間
ヲ

費
ヤ
シ

漸
ク
和
談
ニ

至
リ
タ
リ
其
要
領
概
略
左
ノ

如
シ

一

　
公
証
面
ハ

明
治
十
七
年
六
月
ヨ

リ
向
三
ケ
年
ニ

シ

テ
壱
割
弐
分
ノ

利
ヲ

付
ス

ル

事

一

　
仲
裁
人
債
主
負
債
主
ノ

和
解
約
条
証
ハ

証
書
面
三
ケ
年
ニ

至
リ
更
ニ

三

ケ
年
ノ
延
期
ヲ

許
シ

此
金
額
ニ

限
リ
八
分
ノ

利
ヲ

付
ス

ル

事

一

　
金
額
ハ

大
凡
五
千
五
百
円
内
外
ニ

シ

テ
負
債
主
人
名
ハ

九
十
五

名
程

但
シ

実
際
調
査
ノ

積
リ

一

　
元
利
払
込
ハ

壱
ケ
年
二

回
ノ

事

（
注
一

）
明
治
十
七
年
。

（
注
二

）
高
座
郡
萩
園
村
か
。

（六）

○
七
月
三
十
一

日
高
座
郡
上
鶴
間
村
字
八
口

神
社
内
ニ

村
民
大
凡
三
百
名
計
リ

集
合
近
隣
頗
ル

騒
擾
神
奈
川
警
察
署
詰
警
部
補
代
理
巡
査
小
田
切
忠
良
外
巡

査
二

名
并
ニ

原
町
田
警
察
分
署
長
巡
査
佐
藤
甘
令
等
出
張
説
諭
解
散
セ

シ

メ

タ
リ
右
ハ

原
町
田
町
ノ

武
相
銀
行
并
ニ

奈
良
村
ノ

盛
運
社
ヨ

リ
負
債
シ

タ
ル

者
其
ノ

返
済
ニ

苦
ミ

集
合
協
議
ノ
為
メ
ナ
リ

（
注
）
明
治
十
七
年
。

（七）

○
八
王
子
駅
近
村
人
民
騒
擾
事
件
同
所
警
察
署
長
警
部
原
田
東
馬
ヨ

リ
上
申
書

如
左八

王
子
警
察
署
部
内
人
民
集
合
ノ

景
状

明
治
十
七
年
四
月
以
来
相
模
国
大
住
淘
綾
足
柄
ノ

各
郡
ニ

於
テ
人
民
嘯
集
ノ

兆
候
ヲ

顕
シ

六
月
以
来
高
座
郡
各
村
ニ

蔓
延
シ

延
テ
津
久
井
南
多
摩
ノ

両
郡

ニ

波
及
シ

北
西
両
多
摩
郡
ニ

伝
播
シ

八
月
初
旬
ヨ

リ
八
王
子
警
察
署
部
内
ニ

©神奈川県立公文書館



於
テ
各
地
人
民
集
合
ノ

景
状
及
ヒ

其
処
分
顚
末
如
左

一

　
八
月
三
日
武
相
国
境
南
多
摩
郡
相
原
村
字
御
殿
峠
ニ

於
テ
南
多
摩
郡
高

ケ
坂
村
外
数
ケ
村
ノ
人
民
等
負
債
償
却
ノ

方
法
ヲ

議
ス

ル

為
メ

百
名
内
外

集
合
ス

ル

ノ

報
ヲ

聞
キ
警
察
官
出
張
セ

シ

処
彼
等
衆
説
区
々

ニ

シ

テ
日
没

前
各
自
ラ
平
穏
ニ

解
散
シ

タ
ル

ヲ

以
テ
集
合
ノ

形
跡
モ

コ

レ

ナ
シ

一

　
八
月
七
日
尚
御
殿
峠
ニ

於
テ
近
傍
ノ

人
民
集
合
セ

ル

ヲ

以
テ
八
王
子
警

察
署
長
原
田
警
部
現
場
ニ

出
張
セ

シ

処
集
合
ノ

人
民
十
六
名
ニ

シ

テ
尚
追

々

来
集
ス

ル

ノ

場
合
ニ

付
八
王
子
警
察
署
ヘ

引
致
ノ

上
取
調
フ

ル

処
全
ク

負
債
償
却
ノ

方
法
ヲ

議
シ

テ
債
主
ヘ

示
談
ヲ

遂
ケ
ン

ト
ス

ル

ノ

口

実
ナ
ル

ヲ

以
テ
充
分
説
諭
ヲ

加
ヘ

後
来
ヲ

戒
メ

帰
村
セ

シ

メ

タ
リ

其
人
員
左
ノ

如
シ

高

座

郡
　

小

山

村
一

人

南
多
摩
郡
　

木

曽

村
二

人

同

　

相

原

村
一

人

同

　
下
一

分
方
村
一

人

同

　

根

岸

村
一

人

同

　

高
ケ

坂

村
一

人

同

　

鶴

間

村
一

人

合
計
　
十
四
ケ
村
　
十
六
名

同

郡
　

鶴

間

村
一

人

同

　
鑓

水

村
一

人

同

　

南
大
沢

村
一

人

同

　
宇
津

貫
村
二

人

同

　

小

比

企

村
一

人

同

　

松

木

村
一

人

同

　

小

川

村
一

人

一

　
八
月
十
日
高
座
郡
上
下
鶴
間
村
外
数
ケ
村
人
民
及
ヒ
一

度
鎮
定
セ

シ

南

多
摩
郡
相
原
村
外
数
村
人
民
再
挙
午
後
八
時
頃
ヨ

リ
亦
候
御
殿
峠
ニ

集
合

シ

午
後
第
十
一

時
頃
ハ

凡
ソ

五
六
百
人
ノ

多
衆
ト
ナ
ル

警
察
署
長
原
田
警

部
即
時
現
場
ニ

臨
ミ

集
合
ノ

理
由
ヲ

糾
ス

ニ

負
債
償
却
ノ

整
ハ

サ
ル

ヲ

以

テ
総
員
ヲ

以
テ
債
主
ニ

請
ヒ

延
期
宥
恕
ヲ

求
ム

ル

ノ

旨
意
ナ
ル

旨
申
唱
フ

ル

ヲ

以
テ
其
多
衆
ノ

勢
力
ヲ

以
テ
暴
威
ヲ

示
シ

目
的
ヲ

達
セ

ン

ト
ス

ル

ノ

不
当
ナ
ル

ヲ

充
分
説
諭
責
誡
ヲ

加
ヘ

各
其
場
解
散
ヲ

命
シ

天
明
ノ

頃
該
場

ハ

尽
ク
退
散
シ

南
多
摩
郡
相
原
村
ニ

至
ル

処
左
ノ

人
員
二

百
十
四
人
ハ

疲

労
空
腹
等
ヲ

口

実
ト
シ

テ
駐
足
帰
村
致
サ
ヽ

ル

ヲ

以
テ
同
日
午
後
四
時
頃

土
師
警
部
松
野
警
部
補
巡
査
数
名
之
レ

ヲ

八
王
子
警
察
署
ニ

引
致
シ

所
轄

人
民
ハ

署
長
原
田
警
部
之
レ

ニ

充
分
責
誡
説
諭
ヲ

加
ヘ

帰
村
セ

シ

メ

其
ノ

藤
沢
警
察
署
所
轄
高
座
郡
鶴
間
村
外
数
村
人
民
九
十
一

人
ハ

同
署
ヘ

引
渡

シ

同
署
ニ

於
テ
責
誡
帰
村
セ

シ

メ
タ
リ

其
村
数
人
員
左
ノ

如
シ

南
多
摩
郡
　

根

岸

村

五
人

同

　
高
ケ

坂

村
十
九
人

同

　
木

曽

村
十
六
人

同

　
相

原

村

三
人

同

　
金

森

村
十
二

人

同

郡
　

小

比

企
村

二

人

同

　

宇
津

貫
村

九
人

同

　

片

倉

村

二

人

同

　

西
長

沼

村

二

人

同

　

打

越

村

一

人
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同

　
小

山

村

九
人

同

　
南

大
沢

村
十
九
人

同

　
鶴

間

村
十
二

人

都

筑

郡
　

恩

田

村

七
人

高

座

郡
　

上
鶴
間
村
六
十
七
人

同

　
淵
ノ

辺

村

七
人

同

　
下

鶴

間

村

五
人

同

　
八

王

子
村

一

人

同

　
松

木

村

九
人

同

　

鵜
ノ

森
村

八
人

同

　

小

山

村

七
人

合
計
　
二

十
二

ケ
村
　
引
致
セ

シ

人
員
二

百
二

十
四
人

一

　
八
月
十
四
日
津
久
井
郡
寸
沢
嵐
村
外
七
ケ
村
人
民
凡
三
百
余
名
各
負
債

償
却
ノ

事
柄
ニ

付
御
殿
峠
ニ

集
ル

各
村
ノ

人
民
ト
合
併
セ

ン

ト
シ

テ
武
相

国
境
七
国
峠
及
ヒ

高
尾
山
ニ

出
没
シ

御
殿
峠
ノ

集
民
既
ニ

全
ク
解
散
セ

シ

状
ヲ

確
知
シ

テ
方
向
ヲ

転
シ

其
内
百
名
計
リ
同
十
五
日
同
人
民
津
久
井
郡

役
所
ニ

歎
願
ア
ル

ト
唱
ヘ

出
頭
郡
吏
及
ヒ

中
野
分
署
巡
査
三
原
経
孝
等
之

ヲ

説
諭
セ

シ

処
一

旦
同
郡
中
沢
村
普
内
寺
ニ

退
キ
同
十
六
日
ニ

至
リ
マ

タ

転
シ

テ
南
多
摩
郡
小
比
企
村
ノ

原
野
ニ

於
テ
再
ヒ

三
百
余
人
集
合
セ

リ
依

テ
八
王
子
警
察
署
ヨ

リ
浜
口

警
部
補
巡
査
数
人
ヲ

率
ヒ

現
場
ヘ

臨
ミ

集
合

ノ
理
由
ヲ

尋
問
ス

ル

ニ

前
同
断
ナ
ル

負
債
償
却
ノ

示
談
ナ
ル

旨
答
弁
セ

リ

依
テ
厳
誡
説
諭
ヲ

加
ヘ

各
解
散
帰
村
セ

シ

メ

タ
リ

其
人
員
左
ノ

如
シ

津
久
井
郡
　

三

井

村
三
十
一

人

同

　

中

沢

村
二

十
人

同

　
若

柳

村
二

十
五
人

同

　
三
ケ
木
村
六
十
五
人

南
多
摩
郡
　

鑓

水

村
十
二

人

合
計
九
ケ
村
　
三
百
三
十
八
人

同

郡
　

牧

野

村
八
拾
五
人

同

　

寸
沢

嵐
村
七
十
人

同

　
青

山

村
十
五
人

同

　
又

野

村
十
五
人

一

　
八
月
十
八
日
南
多
摩
郡
西
中
野
村
字
鶯
山
ヘ

同
郡
宇
津
木
村
外
十
七
ケ

村
人
民
凡
六
十
名
負
債
償
却
示
談
ノ
口

実
ヲ

唱
ヘ

集
合
セ

リ
即
時
警
察
署

ヨ

リ
吉
沢
警
部
補
出
張
直
ニ

之
ヲ

解
散
セ

シ

ム

一

　
八
月
廿
日
西
多
摩
郡
檜
原
村
字
千
束
住
久
保
田
清
右
衛
門
宅
ヘ

負
債
一

件
ニ

付
同
村
人
民
二

十
七
人
集
合
五
日
市
分
署
長
巡
査
山
本
一

智
出
張
説

諭
解
散
セ

シ

ム

一

　
八
月
廿
一

日
西
多
摩
郡
藤
橋
村
広
井
喜
一

宅
ヘ

負
債
一

件
ニ

付
同
村
民

十
二

名
集
合
青
梅
分
署
長
巡
査
野
萱
次
郎
出
張
説
諭
シ

テ
解
散
セ

シ

メ
タ

リ

一

　
同
日
西
多
摩
郡
石
畑
村
字
六
道
ノ

山
中
ヘ

武
蔵
国
入
間
郡
高
根
村
人
民

五
十
名
集
合
函
根
ケ
崎
分
署
長
巡
査
萩
原
益
三
出
張
説
諭
解
散
セ

シ

メ
タ

リ

一

　
八
月
廿
三
日
西
多
摩
郡
平
井
村
字
谷
入
住
山
野
丹
二

郎
宅
ヘ

負
債
一

件
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ニ

付
左
ノ

人
員
集
合
五
日
市
分
署
長
巡
査
山
本
一

智
出
張
解
散
セ

シ

メ
タ

リ
西
多
摩
郡

草

花

村
　
十
九
人

同

郡

菅

生

村

三
人

同

　
平

井

村
二

十
四
人

合
計
　
三
ケ
村
　
五
十
六
人

一

　
八
月
廿
五
日
高
座
郡
橋
本
村
ヘ

左
ノ

人
員
集
合
松
野
警
部
補
出
張
尋
問

ス

ル

ニ

負
債
償
却
ノ

件
ナ
ル

ヲ

以
テ
一

先
引
致
シ

取
調
フ

ル

処
背
法
ノ

廉

ヲ

見
ス

厳
ニ

後
来
ヲ

戒
メ

解
放
帰
村
セ

シ

メ
タ
リ

其
人
員
左
ノ

如
シ

高

座

郡
　

上

鶴

間

村
一

人

同

　

淵
ノ

辺

村
一

人

南
多
摩
郡
　

小

比

企

村
一

人

同

　

打

越

村
一

人

同

　

片

倉

村
一

人

同

　

根

岸

村
二

人

同

　

金

森

村
一

人

同

　

高
ケ

坂

村
一

人

同

　

鶴

間

村
一

人

都

筑

郡
　

恩

田

村
一

人

同

郡
　

鵜
ノ

森

村
一

人

同

　

小

山

村
二

人

同

　

宇
津

貫

村
一

人

同

　

西
長

沼
村
一

人

同

　

松

木

村
二

人

同

　

成

瀬

村
一

人

同

　

木

曽

村
二

人

同

　

南
大
沢

村
一

人

鎌
倉
郡
　

瀬

谷

村
一

人

合
計
　
十
九
ケ
村
　
二

十
三
人

一

　
八
月
二

十
六
日
津
久
井
郡
三
井
寺
ニ

於
テ
左
ノ

人
員
集
合
松
野
警
部
補

出
張
理
由
ヲ

問
フ

ニ

負
債
償
却
ノ

方
法
ヲ

談
ス

ル

為
メ

集
合
セ

ル

旨
申
立

ル

ニ

付
解
散
ヲ

命
シ

タ
ル

処
債
主
ヘ

掛
合
方
仲
裁
人
ア
リ
テ
周
旋
中
ニ

付

其
返
答
ノ

ア
ル

マ

テ
ハ

決
シ

テ
解
散
セ

ス

ト
抗
弁
シ

警
察
官
ノ

命
令
ニ

応

セ

ス

依
テ
引
致
取
調
ノ
上
検
事
ヘ

送
付
セ

リ

其
人
員
左
ノ

如
シ

津
久
井
郡
　

根

岸

村
一

人

同

　

青

山

村
二

人

同

　
三

鍵

村
二

人

同

　

名

倉

村
一

人

同

　
三

井

村
一

人

同

　

青

根

村
一

人

合
計
　
十
ケ
村
　
十
三
人

同

郡
　

小

淵

村
一

人

同

　

中

沢

村
一

人

同

　
青
野

原
村
一

人

同

　
牧

野

村
一

人

同

　
寸
沢

嵐
村
一

人

以
上
各
地
ニ

集
散
シ

夫
々

解
散
ヲ

執
行
シ

又
ハ

引
致
取
調
ヲ

遂
ケ
各
地

一

旦
鎮
定
ニ

到
リ
シ

処
九
月
一

日
ニ

至
リ
南
多
摩
郡
下
川
口

村
塩
野
倉

之
助
方
ニ

於
テ
又
候
近
傍
人
民
ヲ

嘯
集
ス

ル

為
メ
事
務
所
ヲ

設
置
シ

資

金
ヲ

募
集
ス

ル

ノ

聞
ア
ル

ヲ

以
テ
吉
沢
警
部
補
巡
査
数
名
ヲ

率
ヒ

同
人

家
屋
ニ

臨
検
シ

タ
ル

処
果
シ

テ
隠
謀
ノ

盟
約
書
其
他
嘯
集
ニ

関
ス

ル

書
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類
ヲ

発
顕
セ

リ
依
テ
之
ヲ

押
収
シ

連
犯
人
町
田
克
敬
ヲ

引
致
シ

八
王
子

警
察
署
ヘ

留
置
治
罪
ノ

手
続
ヲ

履
行
セ

リ

一

　
九
月
五
日
南
多
摩
郡
下
川
口

村
塩
野
倉
之
助
ナ
ル

者
自
村
外
近
傍
三
十

二

ケ
村
ノ

人
民
二

百
余
名
ヲ

嘯
集
シ

各
蓑
笠
ヲ

着
シ

当
八
王
子
警
察
署
ニ

出
頭
シ

曩
キ
ニ

押
収
シ

タ
ル

帳
簿
并
ニ

町
田
克
敬
ノ

差
下
ケ
ヲ

要
求
ス

ル

ト
唱
ヘ

署
外
ニ

喧
閙
シ

続
々

署
内
ニ

鞋
足
ノ

儘
押
入
ル

ノ

形
跡
ア
リ
警
察

署
長
原
田
警
部
ハ

之
レ

ニ

対
シ

理
由
ヲ

糾
ス

処
何
レ

モ

負
債
弁
償
延
期
請

求
ノ

為
メ
ナ
ル

旨
異
口

同
音
ニ

申
唱
フ

ル

ヲ

以
テ
官
署
ニ

於
テ
聞
入
ル

ヘ

キ
コ

ト
ニ

非
ル

旨
ヲ

諭
シ

其
凶
暴
ノ

行
為
ヲ

厳
責
シ

速
ニ

解
散
ス

ヘ

キ
旨

命
令
ス

ル

コ

ト
数
回
ニ

及
フ

ト
雖
ト
モ

其
命
令
ニ

応
セ

サ
ル

ノ

ミ
ナ
ラ
ス

益
々

喧
噪
シ

テ
署
内
ニ

入
リ
来
ル

ヲ

以
テ
其
二

百
十
名
ヲ

逮
捕
シ

巡
査
数

名
ヲ
シ

テ
署
内
ニ

留
置
ノ
処
分
ヲ
ナ
サ
シ

メ

タ
リ

其
人
員
左
ノ

如
シ

南
多
摩
郡
　

上
川
口

村
十
五
人

同

　
宮

下

村

五
人

同

　
西
中
野
村

一

人

同

　
宇
津
木
村

五
人

同

　
上
恩
方
村

六
人

同

　
一

分
方
村

三
人

同

郡
　

山

入

村
二

十
三
人

同

　
二

分

方
村

八
人

同

　

小

津

村

一

人

同

　

石

川

村

十
四
人

同

　

下

恩

方
村

二

人

同

　

中
丹
木
村

二

人

同

　
横

山

村

四
人

同

　
八
日
市
村

四
人

同

　
下
川
口

村

一

人

同

　
大
楽
寺
村

一

人

同

　
北

平

村

一

人

北
多
摩
郡
　

上
連
雀
村

七
人

同

　
境

村

一

人

西
多
摩
郡
　

大
久
野
村

七
人

同

　
菅

生

村

二

人

同

　
平
井
村
四

十
二

人

同

　
草

花

村
十
二

人

同

　
戸

吹

村

四
人

同

　
北

大

谷

村

四
人

同

　
粟
ノ

須

村

十
一

人

同

　
左

入

村

一

人

同

　
犬

目

村

六
人

同

　
拝

島

村

一

人

同

　
下

連

雀
村

四
人

同

　
小

川

村

三
人

同

　
引

田

村

五
人

同

　
野

辺

村

四
人

合
計
　
三
十
三
ケ
村
　
人
員
二

百
十
人

爾
後
其
者
共
ヲ

取
調
フ

ル

処
全
ク
塩
野
倉
之
助
小
池
吉
教
等
ノ

教
唆
ニ

ヨ

リ
多
衆
嘯
集
シ

テ
官
署
ヘ

喧
閙
シ

タ
ル

事
跡
顕
然
セ

ル

ヲ

以
テ
治
罪

ノ

手
続
結
了
ノ

上
起
訴
ノ

処
分
ヲ

決
行
セ

リ

一

　
九
月
六
日
南
多
摩
郡
西
中
野
村
小
池
吉
教
宅
ニ

於
テ
前
日
官
署
ニ

喧
閙

ヲ

ナ
セ

シ

二

百
十
名
ノ

余
徒
百
余
名
前
日
ヨ

リ
徹
夜
集
合
セ

ル

ヲ

以
テ
吉

沢
警
部
補
巡
査
数
名
ヲ

率
ヒ

出
張
セ

ル

処
彼
等
警
察
官
ノ

出
向
ヲ

遠
見
シ

四
方
ニ

散
乱
山
中
ニ

逃
走
シ

タ
リ
故
ニ

其
村
名
人
名
共
ニ

明
瞭
セ

ス
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一

　
九
月
六
日
南
多
摩
郡
南
方
ノ

各
村
及
ヒ

高
座
郡
津
久
井
郡
各
村
ノ

人
民

共
前
日
北
方
下
川
口

村
人
民
数
百
人
八
王
子
ヘ

押
シ

寄
セ

警
察
署
ニ

テ
喧

閙
シ

尚
ホ

残
徒
中
野
村
辺
ニ

屯
集
シ

テ
追
々

八
王
子
ニ

押
シ

来
ラ
ン

ト
ス

ル

ノ

景
状
ヲ

伝
通
シ

同
日
午
後
八
時
ヨ

リ
夜
ヲ

徹
シ

南
多
摩
郡
鑓
水
村
鑓

水
峠
ト
御
殿
峠
ノ

中
間
ナ
ル

字
檜
窪
官
林
ニ

集
マ

リ
八
王
子
ニ

押
寄
セ

来

ル

北
方
各
村
ノ
人
民
ト
相
会
セ

ン

ト
謀
リ
午
後
九
時
頃
追
々

御
殿
峠
及
ヒ

檜
窪
ニ

集
合
セ

リ
其
際
檜
窪
ニ

集
マ

ル

者
凡
百
名
以
上
ニ

シ

テ
御
殿
峠
ニ

モ

数
十
名
来
集
セ

リ
然
ル

ニ

翌
七
日
天
明
ノ

頃
ニ

至
リ
各
々

自
ラ
静
穏
ニ

帰
村
セ

シ

ヲ

以
テ
七
日
早
朝
ヨ

リ
警
部
巡
査
数
名
集
合
人
民
処
分
ノ

為
メ

巡
邏
セ

シ

処
各
村
共
前
夜
集
合
ノ

末
早
朝
帰
村
セ

シ

景
跡
ヲ

見
ル

ノ
ミ
一

モ

集
合
ノ

場
所
無
之
蓋
シ

前
夜
御
殿
峠
及
ヒ

檜
窪
ヘ

追
々

集
合
ス

ル

ノ

央

午
後
一

時
横
浜
署
ヨ

リ
警
部
三
名
巡
査
三
十
五
名
監
守
十
名
数
台
ノ

馬
車

ヲ

以
テ
八
王
子
ニ

来
着
セ

ル

ヲ

集
合
人
民
ニ

通
シ

憲
兵
数
百
人
繰
込
ミ
タ

ル

旨
申
唱
ヘ

集
民
自
ラ
畏
縮
解
散
帰
村
セ

シ

者
ナ

リ

一

　
九
月
七
日
南
多
摩
郡
滝
山
村
正
林
寺
ニ

近
傍
ノ
人
民
集
合
ス

ル

旨
百
名

余
八
王
子
警
察
署
ヨ

リ
巡
査
之
レ

ニ

出
張
セ

ル

ヲ

遠
見
シ

四
方
ニ

散
乱
逃

走
セ

リ
故
ニ

其
村
名
人
名
共
ニ

明
瞭
致
サ
ヽ

ル

ナ
リ

一

　
九
月
八
日
予
テ
債
主
ト
負
債
者
ト
ノ

間
ニ

立
入
リ
仲
裁
ヲ

行
フ

者
ヨ

リ

債
主
ノ

模
様
ヲ

負
債
者
ヘ

確
答
ス

ル

ノ
当
日
ナ
ル

ヲ

以
テ
負
債
者
ハ

村
々

ヨ

リ
御
殿
峠
ニ

集
合
シ

テ
其
報
ヲ

待
ツ

ノ

企
ア
リ
藤
沢
警
察
署
ヨ

リ
ハ

警

部
巡
査
数
名
ヲ

率
ヒ

橋
本
村
ニ

出
張
シ

八
王
子
警
察
署
ヨ

リ
ハ

警
部
巡
査

ヲ

相
原
村
ニ

出
張
シ

藤
沢
出
張
員
ト
橋
本
村
ニ

会
シ

厳
ニ

視
察
ヲ

行
ヒ

タ

ル

処
集
合
ノ

景
跡
ヲ

顕
サ
ス

高
座
郡
相
模
原
ニ

数
名
集
合
ノ

上
帰
村
セ

シ

由
相
聞
ヘ

タ
リ

一

　
九
月
十
日
南
多
摩
郡
南
方
各
村
ノ

負
債
者
数
名
高
座
郡
各
村
ノ

負
債
者

等
ト
通
牒
シ

高
座
郡
清
兵
衛
新
田
村
ニ

凡
百
余
名
集
合
セ

リ
警
察
官
未
タ

出
張
セ

サ
ル

内
ニ

各
何
レ

モ

退
散
帰
村
セ

リ

以
来
各
地
共
巡
査
ノ

配
置
所
ヲ

増
設
シ

臨
時
数
名
ノ

連
行
巡
回
ヲ

施
行
シ

非
常
警
戒
ヲ

厳
ニ

シ

各
地
集
合
ノ

重
立
タ
ル

者
ヲ

就
捕
者
二

百
十
名
ノ

者

ノ

連
犯
ト
認
メ

専
ラ
捜
査
ヲ

厳
密
ナ
ラ
シ

メ
以
来
各
地
集
合
ノ

事
跡
地
ヲ

払
フ

タ
ル

モ

ノ
ヽ

如
シ

然
レ

ト
モ

全
ク

自
悔
断
念
セ

ル

者
ニ

ア
ラ
ス

時
機

ニ

投
シ

勢
力
ヲ

示
シ

義
務
ヲ

免
レ

ン

ト
ス

ル

ノ

目
的
ヲ

達
セ

ス

ン

バ

止
マ

サ
ル

ノ

思
念
ア
リ
啻
ニ

警
察
ノ

至
厳
ニ

畏
縮
シ

其
ノ
張
弛
ヲ

窺
ヒ

密
ニ

計

画
ヲ

企
謀
セ

リ

一

　
九
月
廿
一

日
曩
ニ

官
署
ニ

喧
閙
セ

ル

被
告
人
二

百
十
名
内
百
七
十
一

名

ハ

付
和
随
行
者
ト
認
定
シ

在
宅
ヲ

命
シ
一

時
釈
放
帰
村
セ

リ
依
テ
其
在
村

ノ

景
状
ヲ

視
察
ス

ル

ニ

何
レ

モ

数
日
ノ

入
檻
ニ

迷
夢
ヲ

覚
シ
一

身
ヲ

顧
ミ

家
族
ノ

艱
苦
ヲ

思
ヒ

漸
ク

自
悔
ノ

念
ヲ

生
シ
マ

タ
警
戒
ノ

至
厳
ヲ

畏
縮
シ
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再
挙
ノ

気
焰
全
ク
絶
ヘ

タ
ル

ノ

景
状
ナ
リ

一

　
同
廿
三
日
相
模
国
津
久
井
郡
寸
沢
嵐
村
字
道
志
組
ニ

於
テ
該
村
人
民
大

凡
六
十
名
余
集
合
シ

借
金
返
済
ノ

延
期
ヲ

議
ス

ル

為
メ

蝟
集
ス

ル

ノ

報
ア

ル

ヨ

リ
鎮
撫
ト
シ

テ
吉
野
分
署
長
巡
査
斎
藤
良
幸
ハ

巡
査
弐
名
ヲ

率
ヒ

該

所
ヘ

出
張
ノ

上
何
等
ノ

事
ヨ

リ
各
大
勢
集
合
セ

シ

ヤ

尋
問
セ

シ
ニ

異
口

同

音
ニ

借
金
延
期
ノ
コ

ト
ヲ

議
セ

ン

為
メ
集
合
ス

ル

旨
答
ヘ

タ
リ
依
テ
其
不

可
ナ
ル

ヲ

厳
諭
セ

シ

所
承
服
ノ

体
ニ

テ
悉
ク
解
散
シ

タ
リ

一

　
同
日
原
町
田
分
署
部
内
南
多
摩
郡
高
ケ
坂
村
ヘ

貧
民
蟻
集
ス

ル

旨
探
偵

ス

ル

ヨ

リ
迅
速
原
町
田
分
署
長
巡
査
山
本
一

智
ハ

巡
査
三
名
ヲ

従
ヒ

該
村

ニ

到
リ
内
密
探
偵
ヲ

遂
ケ
ル

ニ

果
シ

テ
同
村
十
番
地
矢
口

甚
左
衛
門
居
宅

ニ

テ
数
名
集
合
シ

借
金
延
期
ノ
コ

ト
ヲ

議
ス

ル

ヲ

名
ト
シ

テ
不
穏
ノ

挙
動

ア
ル

旨
探
知
シ

直
ニ

該
家
ニ

至
リ
見
ル

ニ

数
名
集
合
ア
ル

ヨ

リ
家
主
外
十

三
名
ヲ

原
町
田
分
署
ヘ

引
致
シ

取
調
ノ

上
党
与
ヲ

集
メ
不
穏
ノ

挙
動
ヲ
ナ

ス

証
拠
不
充
分
ナ
ル

ヨ

リ
責
誡
シ

帰
村
セ

シ

メ
尚
各
巡
査
ヲ

シ

テ
厳
粛
警

戒
ヲ

施
行
シ

タ
リ

一

　
九
月
廿
四
日
津
久
井
郡
名
倉
村
ニ

於
テ
日
連
村
外
二

ケ
村
ノ

人
民
借
金

延
期
返
済
方
ヲ

議
ス

ル

為
メ

凡
八
十
名
余
又
々

集
合
ス

ル

様
伝
聞
ス

ル

ヨ

リ
気
脈
線
ヲ

シ

テ
巡
査
斎
藤
良
平
ハ

鎮
撫
ニ

着
手
シ

解
散
セ

シ

ム

一

　
同
三
十
日
津
久
井
郡
ノ

貧
民
再
挙
ヲ

企
ツ

風
聞
頻
リ
ナ
ル

ヨ

リ
急
速
警

部
補
代
理
巡
査
斎
藤
良
平
ハ

巡
査
三
名
ヲ

率
ヒ

進
行
牧
野
村
ニ

至
リ
見
ル

ニ

同
村
字
篠
原
ト
云
フ

山
中
ニ

三
十
人
余
ノ

困
民
等
集
合
シ

借
金
延
期
ノ

歎
願
ヲ

セ

ン

ト
ス

ル

ヲ

申
唱
フ

ル

ヨ

リ
説
諭
シ

解
散
セ

シ

メ
タ
リ

一

　
同
十
月
四
日
八
日
十
日
十
五
日
廿
一

日
ノ

間
津
久
井
郡
小
淵
村
及
寸
沢

嵐
沢
井
千
木
良
等
ノ

山
中
ニ

出
没
ス

ル

風
聞
屢
々

ア
リ
吉
野
分
署
長
巡
査

斎
藤
良
平
ヲ

シ

テ
探
偵
セ

シ

メ
タ
ル

所
果
シ

テ
風
聞
ノ

如
ク

千
木
良
村
ノ

山
中
ニ

集
合
ス

ル

ア
リ
出
張
巡
査
ハ

何
等
ノ

為
メ

集
合
ス

ル

ヤ

ノ

理
合
ヲ

尋
タ
ル

ニ

前
同
断
ナ
ル

負
債
償
却
ノ

示
談
整
ハ

サ
ル

ニ

付
宥
恕
セ

シ

ム

ル

為
メ

集
合
セ

ル

旨
答
ヘ

タ
リ
依
テ
厳
戒
説
諭
ヲ

加
ヘ

各
解
散
帰
村
セ

シ

メ

タ
リ（

注
一

）
根
岸
村
は
南
多
摩
郡
。

（
注
二

）
三
鍵
村
は
三
ケ

木
村
。

（八）

○
右
八
王
子
騒
擾
ニ

付
内
務
其
他
ヘ

ノ

上
申
書
如
左

警
甲
第
七
八
号

不
穏
ノ

集
会
ヲ

解
散
セ

シ

メ
タ
ル

義
ニ

付
上
申

本
月
十
日

県
下
武
相
二

州
ノ

内
南
多
摩
高
座
都
筑
鎌
倉
四
郡
ニ

シ

テ
十
四
ケ

村
人
民
無
慮
五
百
余
名
ノ
モ

ノ

南
多
摩
郡
相
原
村
字
御
殿
峠
ヘ

屯
集
シ

タ
ル

其
所
以
ハ

八
王
子
駅
武
蔵
野
銀
行
貯
蓄
銀
行
八
王
子
銀
行
ニ

対
シ

各
負
債
弁
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